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児童福祉にかかる主要事業の報告について
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① 結婚、妊娠、出産などの希望を叶えるための支援を行うとともに、
こどものいのちと権利を守り、こどもの健やかな成長と安心して
こどもを産み、育てることができる環境の整備を進めます。

② すべてのこどもの最善の利益を確保するため、困難な状況にあ
るこどもや子育て家庭を支援します。

こどもが輝き、若者
が希望を抱くまちの
実現に向けて

こども・子育て支援
施策の令和６年度予
算計上の考え方

こども・子育て支援
施策の策定等におけ
る基本的な姿勢

① 対人・対面でのサービス、子育て世代の皆さまの満足度・安心感
の向上につながる施策の充実に努めます。

② わかりやすく、かつ、それぞれの困りごとの解決に向け、丁寧に寄
り添っていける相談支援体制を整えます。

① こどもや若者の最善の利益を第一に、積極的な対話により市民の
皆さまの意見を伺い、こども・子育て支援施策に反映させます。
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3

児童育成クラブ

親子入所支援（ﾚｽﾊﾟｲﾄｹｱ）・ ショートステイ

こども・子育ての主な支援メニュー ～ 切れ目なく隙間ない支援に向けて ～

妊
娠
不
妊
相
談

妊・産婦健診

家事支援

ファミリー・サポート・センター

病児・病後児保育

妊娠内密相談センター

大学等保育所・幼稚園・認定こども園等

子育て支援センター・児童館

乳・幼児健診

こども医療費助成

児童手当

ひとり親支援

結婚 妊娠期 産後 乳幼児期 学齢期 18歳～

発達支援、障がい児・医ケア児支援

ようこそ赤ちゃんﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

要保護児童支援

認可外保育施設・一時預かり

誰でも通園【試行】新

こどもの権利サポートセンター新

結
婚
支
援
セ
ン
タ
ー

新

～18歳拡

子育て支援アプリ新

産後ケア拡

新たなこども食堂支援新

こどもの居場所拡

結婚・子育て応援サイト

高校教育義務教育

【多言語化】拡

家事支援・養育支援

妊産婦等生活援助拡

こどものい
のちと権利
を守る

結婚、妊娠、
出産などの
希望を支援

こどもの健
やかな成長
と子育て家
庭を支援

困難な状況
にあるこど
もや家庭を
支援

こどもが輝き、
若者が希望を抱
くまちの実現

新

拡

若者・ヤングケアラー
支援センター



新
規

拡
充

新
規

子育て支援アプリ 産後ケア 結婚支援センター

• 親子(母子）健康手帳の内容や子育
て支援の施設・イベント等に関する
情報を提供するアプリを導入し、
プッシュ型でお知らせします。

• 結婚支援を包括的にコーディネート
する結婚支援センターを新設し、結
婚を希望する全ての方にマッチン
グシステムを活用した出会いの機
会を提供します。

• 新たに訪問型を導入し、専門職によ
る心身のケアや育児のサポート等
きめ細かな支援を行います。

～ 結婚・妊娠・出産を希望する皆さまに ～

１２９万円 4,400万円 3,700万円

宿泊・日帰り・訪問型のケア
が10回まで利用可能！

事前の申請が不要に！
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～ すべてのこどもと子育て世帯の皆さまに ～

新
規

拡
充

こども医療費助成 公立保育所一時預かり事業・
こども誰でも通園制度（仮称）

• こども・ひとり親世帯への医療費
助成について、１か月の一部負担金
が２１，０００円を超えた場合の償還
払いが不要になります。

• 医療機関から市役所への請求手続
きが不要になります。

こども食堂支援・
こどもの未来応援基金

• 一時預かりのニーズに対応するた
め、専任保育士を２名増員するとと
もに、専任保育士配置園を１か所拡
充します。

• こども誰でも通園制度（仮称）※の
本格実施を見据えた試行的事業を
実施する私立保育所等に対し、人
件費等を補助します。

24億699万円 3,418万円 5,492万円

こども誰でも通園制度
（仮称）

生後6カ月～2歳の子ども
なら誰でも、親の就労状況
等に関わらず、月一定時間
の利用枠内で保育施設を
利用できる制度です。

拡
充

• 民間主体によるこども食堂の全校
区開設を目指し、こども食堂の魅力
発信や円滑な開設・活動継続につな
げるためのネットワークづくりに取
り組みます。

• 基金を活用し、新たに保育園、幼稚
園、認定こども園等の玩具・本・教
材の充実を図ります。

利便性が向上

手
続
不
要
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～ 困りごとのあるこどもとご家庭に ～

• 若者・ヤングケアラー支援センター
を新設し、専門資格やスキルを持つ
相談支援員が訪問相談等のアウト
リーチ型支援などを行います。

• ヤングケアラー専用相談窓口を開
設し、ヤングケアラーへの支援体制
を強化します。

若者・ヤングケアラー
支援センター

新
規

拡
充
こどもの居場所づくり こどもの権利擁護拡

充

• 意見表明支援員（アドボケイト）が、
児童養護施設等を訪問し、こどもの
意見表明を支援します。

1,280万円
• 虐待や不登校など、こどもが抱える
課題に対し、安心・安全な居場所を
提供し、包括的に支援します。

• 自分で通所が困難なこどもには、
送迎を行います。

対象施設を
４→23施設（市内全て）へ拡充

1,400万円 1,040万円

若者のための
居場所も開設

10月開所予定
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～ こどもの権利といのちを守るために ～

新
規

こどもの権利
サポートセンター

妊娠内密相談セン
ター

熊本市こども計画
策定

• 学校内外問わず、こどもの権利擁
護に係るすべての事案の相談を受
け、解決に取り組むサポートセン
ターの運営を行います。

• 予期せぬ妊娠に悩む方に対する伴
走型支援を行うとともに、妊娠や出
産に関する正しい知識の普及啓発
等に取り組みます。

• 全てのこどもが将来にわたって幸
福な生活を送ることができる社会
の実現を目指し、こども施策を総合
的に推進するため、 こども基本法
に基づく「（仮称）熊本市こども計
画」を策定します。

2,430万円 300万円 400万円

新
規

24時間365日
電話・メールで相談対応

にんしんSOS熊本
との連携

こどもホットライン
での相談対応
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こども局予算の充実！
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1,259 
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550
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467

620

市税 こども局予算

平成27年度から

1.3倍の税収アップ
平成27年度から

1.3倍に拡充

（億円）

（億円）

令和６年度
こども局予算

６２０
億円

※令和５年度のこども局創設以前の予算額は、現在のこども局の所管事務に対応する額
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